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「ムグなダム」がら撃がる

水問題|こ取り組みます

『ムダ』の象徴『ハッ場ダム』は完成 |こ近づしヽ

ています。 10月からの湛水試験で問題が出なけ

れば、ダムの本格運用が始まります。その後の地

滑りや本質問題、利水負担金や水道料金等、 しつ

かりと見張る必要があります。今年度の総会で

は、引き続き八 ッ場ダム問題に取り組むと同時

に、県内の水問題にも関わつていこうと決めまし

た。

ご存 じのように、霞ヶ浦導水事業差止め裁判で

は、漁協と国とが和解し工事が始まります。県内

では、千葉県工業用水・ 印藤郡市広域市町村圏事

務組合・ 九十九里地域水道企業国に影響が出ま

す。また、昨年の『水道法』改正により、民営化

と広域化が可能になりました。干葉県では民営化

の話は出ていませんが、広域化については検討が

始まっています。

私たちの水 |こ関する権利を守るため鍾活動続け

たいと思います。
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水道民営化や広域化など、私たちの水道は今、

大きな曲が り角に来ています。水問題の トッ

プランナー橋本淳司さんが語る知 られぎる

「水」の話。お気軽にお越 しくださしヽ。

日時:12月 21日 (土)13:30～15:30

会場 :佐倉市立美術館
4階ホール

講師 :橋本淳司さん
Jaz 4 -tt/
水ジャーナリス ト、アクアスフィア・水教育

研究所代表
1967年、群馬県生まれ。学習院大学卒業。

出版社勤務を経て、水ジャーナリス トとして

独立。国内外の水問題やその解決事例を調査

し、メディア等で発信 している。
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ハッ場ダムのI甚ホ後の危険性
八ッ場ダム事業は利水と治水の両面で必要性が失わ

れているにもかかわらず、本体工事がまもなく完了

し、今年 10月 から試験湛水が始まることになっていま

す。試験湛水がjl贋調に進めば、来年 4月から運用開始

となりますが、先行きはまだわかりません。

試験湛水とは、八ッ場ダム貯水池において満水位ま

で貯水し、次に最低水位まで下げて周辺への影響を見

るものですが、 10月以降、雨があまり降らなければ、

試験湛水の期間を延長することになります。そして、

この試験湛水で以下に述べるように地すべりが起きた

り、代替地に変動が生じたりすれば、その対策工事が

必要となり、運用開始は遠い先のことになります。

2011年の八ッ場ダム検証で

国交省がようやく示した安全対策

八ッ場ダム水没予定地とその周辺は地質の脆弱なと

ころが多くあります。マグマによって地下から上昇し

てくる熱水と岩盤との反応で形成された酸性の熱水変

質帯が横たわっていますし、浅間山の噴火時に流出し

た泥流が厚く堆積した応桑岩屑流堆積物層、金鶏山等

から岩屑 (がんせつ)が剥離して堆積 した未固結の崖錐

堆積物層などがあります。

国交省は当初は地すべ り対策工事を3地区のみとし

て6億円弱の工事費で行うだけとしていました。 しか

し、地すべ りの危険性が八ッ場ダム住民訴訟の裁判等

で指摘されたことにより、国交省は2011年の八 ッ場

ダム事業検証で、地すべり対策工事を11地区で行う方

針を示しました。対策済みの小倉を除く10箇所の概算

工事費は約 110億円でした。

また、八ッ場ダムでは水没住民の生活再建に“現地

再建ずり上がり方式 ''が採用され、切土と盛土によっ

て大規模な宅地造成が行われて移転代替地がつくられ

ました。谷埋め盛土はところにより、盛土の高さが30

傷以上もある、民間の宅地造成では例を見ない超高盛

土の造成でした。このような大規模な盛 り土造成地が

ダムの操作によって水位を上下させるダム湖に接する

例は他にはありません。超高盛土の代替地の安全性も

裁判等で問題視されましたので、国交省は2011年の

地すベリ対策と代替地安全対策の大幅後退

ところが、その後、検証時の地すべり対策と代替地

安全対策の見直しが行われ、八ッ場ダム本体工事の最

終段階では次のように大幅に後退していることが明ら

かになりました。

図1 八ッ場ダム水没予定地周辺の地すベリ対策

Eコ は地すベリ対策を不要とした地区
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地すべり対策は図 1の とおり、対策済み地区を含め

て11地区で実施することになっていたのですが、その

うち、川原湯、川原畑①、川原畑②、久森沢、林の5

地区は対策不要となっていました。

そして、代替地安全対策は図 2の とおり、5地区で

実施することになっていたのですが、そのうち、川原

湯④、長野原の2地区は対策不要 となっていました。

さらに対策を実施する川原湯①、川原湯②、川原湯③

は鋼管杭工法や深礎杭工法を採用することになってい

たのですが、ソイルセメント置換盛土工等の簡易な工

法に変わっていました。また、現地を見ると、対策工

事箇所がかなり狭い範囲に限られていました。

地すべり対策と代替地安全対策の工事は、ダムの試

験湛水および本格運用に備え、ダム貯水池を取 り囲む

2

事業検証で、代替地安全対策を5箇所で実施する方針

を示しました。約40億円の工事費を必要とするもので

した。地すべ り対策と合わせて約 150億円の工事費で |

した。                      |
八 ッ場ダム裁判ではこれらの対策でも不十分であ

|

り、八ッ場ダム完成後は地すべ りの危険性があるこ
|

|

ふ基信言警[言「
:が起きる危険性があることを専門家

|



大幅に後退した地すベリ対策と代替地安全対策

嶋津日軍之 (八ツ場あしたの会)

住宅や施設等の安全を確保するためのものです。八ッ

場ダム事業の検証で必要 とされていた安全対策がな

ぜ、ダム本体工事の最終段階で大幅に後退してきたの

でしょうか。

地すべ り対策および代替地安全対策は地元住民の生

活の安全性に関わることですので、その大幅な後退を

看過することができません。

そこで、八ッ場あしたの会は、伊藤谷生・千葉大学名

誉教授らの専門家の協力を得て、この問題について次

のように取 り組み、国交省の姿勢を追及 してきまし

,タ
み_。

2019年 2月 26日 八ッ場ダムの地すべ り対策 と

代替地安全対策の後退について記者会見 とレクチャ

ー。 (群馬県庁記者クラブ、県議会棟会議室)

3月 15日 八ッ場ダムの安全対策に関する公開質問書

を国交省関東地方整備局へ送付。

4月 19日  国交省八ッ場ダムエ事事務所より、安全対

策に関する公開質問書に書面回答。

5月 16日 「公共事業チェック議員の会」 (事務局長

初鹿明博衆議院議員)による八ッ場ダムの安全対策

に関するヒアリングに参加。 (衆議院第一議員会館)

5月 24日  5月 16日 のヒアリング後の文書質問と資料

請求に対して、国交省よリー次国答

6月 26日 国交省より二次国答。

8月 6日  国交省の一次国答と二次国答は不十分なと

ころが多々あるので、「公共事業チェック議員の会」

より、国交省が答えていない問題について再度、文書

質問と資料請求。

この再質問に対して近いうちに国交省から回答があ

りますので、八ッ場あしたの会はそれを踏まえて、次

のアクションを起こす予定です。

.対策大幅後退の理由は経費の削減

|114`

八ッ場ダムの今後

国交省との上記のやり取 りで、対策箇所を大幅なこ減

らし、対策工法を簡易なものにしたことの理由につい

て国交省から科学的な説明はなく、費用の削減が先に

あるとしヽう印象でした。

対策工事費がいくらになったのかを示す資料の提示

図1 八ツ場ダム代替地の安全対策

Eコ は安全対策を不要とした地区

′::原湯O②③は簡易な工法に変更
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も求めましたが、明確にはな りませんでした。 しか

し、対策地区数の半減 と対策工法の簡略化から考え

て、検証時に示された約 150億円は半減していると推

測されます。

八ッ場ダムは事業の最終段階を迎え、東京電力への

減電補償 (東電の水力発電所の発電量が減ることへの

補償)な どの増額要因があります。国交省は、今更、

事業費増額を関係都県に諮ることは困難と見て、安全

対策工事費を削減して他用途に転用することにしたの

ではないでしょうか。

地元住民の生活の安全を確保するために必要な対策

工事費が大幅に削減されるようでは、八ッ場ダムの今

後は大いに心配されます。今年 10月 からの試験湛水、

そして、その後の本格運用の貯水位の上下で、地すべ

りが誘発され、代替地に異変が生じる危険性が残され

ています。

奈良県の滝沢ダム (国交省)は試験湛水中の2003

年4月 に地割れが発生して (38戸が全戸移転)、 対策

工事に約9年を要 しました。埼玉県の大滝ダム (水資

源機構)も 2005年 10月 以降の試験湛水で地すべ りが

発生し、その対策工事lc約5年を要しました。

八ッ場ダムも地すべり等が発生して対策工事に追わ

れる事態になることも予想されますので、私たちは今

後も八ッ場ダムの行 く末をしっかり監視 してしヽきたい

と思います。
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水道料金の「南北格差」

千葉県の水進料金は、驚しヽたこと:こ北部と南部で2
倍以上の格差がある。

[]径 1 3mmで 1ケ月20Fn使用 した場合、一番安い習

志野市が1,909目。一番高い勝浦市が4899L
今年10月鍾水道料金を値上げした八千代市は、それ

まで 1,640円と県内一安 <、 勝浦市との格差は3倍

に達 していた。 (料金 |こ消費税は含まず)

九■九里地域や南房総地域では水 利

根 川 か ら水 を引 <た め :こ 、 房総

設。巨額の投資的経費の負担が水

いる。

八千代市と佐倉市も格差が1

佐倉市の水道料金は2,829円 。すぐ隣の八千代市

の料金 (値上げ前)の 1.6倍であり、値上|ザ後でも、

まだ■26倍である。佐倉市では、数年後にハッ場ダ

ムからの受水が始まり水道料金は5%値上げされる

予定なので、格差が再び開くことは確実だ。

隣同士でこんな |こ料金が違う理由は、佐倉市こメ

千代市では所属する「水道企業団 (水の卸問屋 )」

が違うからである。県内には6つの企業国がある

が、佐倉市が所属する「印藩広域」だけが、自前の

浄水場を持 っておらず、浄水加工を県営水道 |こ 委託

してしヽる。この業務委託料と浄水場使用料が毎年17
～ 18億円 :これが印藩広域所属の佐倉市など9市町

の水道料金 |こ跳ね返る。

委託料は千葉県の言い値 ?

千葉県と印藤広域は5年ごとに契約を更新 してい

る。印藩広域に「県に値下 |ず交渉 したことはあるの

か ?」 と聞いたところ、「会議の席で発言 したこと

はあるが、正式にはない」。佐倉市に聞いても「直

接的な値下げ交渉は していない」。 しかも、業務委

託料と施設使用料に関 し、一度も精奎 したことはな

く県の言しヽ饉。これはこことん講べなくて iま :

「一般管理費」つて何 ?

県 (企業局)|こ聞き取り調査をしたところ、業務

委託料①中に、「一般管理費」としヽう不可思議な費

目があつた。委託料の10%が充てられているので、

毎年、9000万円 1こものぼる。一律10%?ど うもお

かしい。

内容を聞しヽたところ、「慣例として上乗せされて

いる」「直接的経費以外だ」など、全く要領を得な

い。更 |こ根拠となる資料を要求 したところ、出てき

たのが「総務省の経理処理解説」と、日本水道協会

の「業務委託積算要領」。

前者では、―般管理費の対象は民間企業が主で、

県 とE:]撻 広域のような F官 と宮」は含まれてしヽな

い。後者では、一般管理費の内容として、「 役員報

当、退職金、株主配当金…」

中には人件費も含まれて いるので、一般

給与を含めるのは人件費の二重取 りであ

水道は公共の福祉

総務省の資料では、「 一

とあつた。二重取りどころか、 は !

ちなみに、神奈川県では一般管理費は 3%|こ抑えて

しヽる。そもそも、水道事業は「命の水」を扱う公共

福祉的事業。 しかも、同 じ千葉県内の組織同主なの

に.利益優先命民間のやり方を導入する理不尽さを、

県議伊藤とし子は10月県議会で厳 し<追及 した。

一般管理費の問題を突破□に、これからも、水道

斜金 :こ鋭<メスを入れていきたい。

(大野博美)

彙棗棗い ●
台風15号が9月 9日に千葉県を直撃し、家屋、農水産、

鉄道、道路、通信、そして電気・ 水道とあらゆるインフラ

|こ大きな被害をもたらした。▼その中でも、停電と断水は、

命 |こかかわる問題であることを、私たちは改めて認識した。

インララは、社会の基盤整備で維持・督菫され、個人の発

力で 1ま しヽかんともしがたいものであるが、政府や千葉県の、

初動対応を言めた対応のまずさが、22日現在でも停電や

断水が復 1日 してしヽない遠因|こなっているとの報道である。

特に県の対応のまずさが顕著 :こあらわれたのは、停電、

断フukから12日 経った21日 |こ「県の災害用 :こ備蓄された非

常用発電機の半数の250台が活用されず、

県の倉庫 |こ眠つている」という報道。

▼これを指摘された森田知事は、テレビのインタビューで、

「地元自治体からの要求がなかったから」と応答し、危機

晉菫 |こ つ0だの画さをさらけ由した。マ250台の発電機

を運尾すれば、停電で聞底してしヽるコンビニの多くを救済

でき、暑さ1こ苦しんでいる避難場所の冷房を生かすことが

出来た、そういう発想が出てこない、千葉県の 磁 災危機

管理部」とはなんのため |こ組織されているのだろう一

(村越啓雄)

4

e r aaaaaaaaaaaa-aoaaa---aaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaaaai


